
◎財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に

関する法律の一部を改正する法律 
（令和三年三月三一日法律第一三号）   

一、 提案理由（令和三年二月一九日・衆議院財務金融委員会） 

○麻生国務大臣 ただいま議題となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための

公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び

その内容を御説明申し上げます。 

 日本経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳し

い状況にあります。政府といたしましては、令和三年度予算等により、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けている国民の命と生活を守るため、感染拡大防止に万全を期す

とともに、将来を切り開くため、中長期的な課題を見据えて着実に対応を進めてまいり

ます。少子高齢化に伴う構造的な課題に直面している日本の財政は、新型コロナウイル

ス感染症に対応する中で、より厳しい状況にあります。引き続き、二〇二〇年度のプラ

イマリーバランスの黒字化の達成に向けて、これまでの歳出改革の取組を継続し、経済

再生と財政健全化の両立を図ってまいります。 

 こうした中、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令

和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの

年度における公債発行の特例措置を定めることとし、本法案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 令和三年度から令和七年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、

財政法第四条第一項ただし書の規定による公債のほか、当該各年度の予算をもって国会

の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする等の規定を整備

することといたしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（令和三年三月二日） 

○越智隆雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、財務金融委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一

部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和三

年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度

における公債発行の特例措置を定めるものであります。 

 本案は、去る二月十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、当委員会

に付託され、同日、麻生財務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、二十二日



参考人からの意見聴取を行い、本日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採

決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月二日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 本法律案の成立により、令和三年度から令和七年度までの間、当該各年度の予算を

もって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債の発行が可能となることに鑑み、将

来世代に負担を先送りする特例公債の発行に当たっては、今般の新型コロナウイルス

感染症への対応に伴う歳出増はあるものの財政規律の維持に留意し、野放図な特例公

債の発行を厳に慎み、発行額の抑制に努めることにより、子や孫の世代に対する責任

を果たすよう財政運営を行うこと。 

二 本法律案の成立後の令和三年度から令和七年度の特例公債の発行に当たっては、各

年度の予算審議をより慎重かつ丁寧に行うため、財政規律の維持や特例公債発行額の

抑制といった財政民主主義に基づく国会の責務・権能を果たせるよう、政府は、単年

度ごとに財政健全化目標の進捗状況やその目標達成に向けた課題等に関し、国会に対

する説明責任を十分に果たすこと。 

三 政府は、令和七年度の国及び地方公共団体を合わせたプライマリーバランス黒字化

と、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すとする財政健全化目標の実

現に向けて万全を尽くすため、中長期の財政健全化への道筋について、法制化を含め

検討すること。 

四 我が国における人口の減少や少子高齢化の進展を踏まえた経済の活力の向上及び持

続的な発展の実現並びに持続可能な財政構造の確立のため、中長期的な視点に立った

政策を立案することの重要性が増大している現状に鑑み、我が国の経済及び財政等に

関する将来の推計が信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施され、国会が

その推計の結果を活用することで財政等に対する民主的統制の権能が十分に発揮でき

るようにするため、政府は、経済及び財政等に関する将来の推計の信頼性の向上に関

し、必要な検討や協力を行うこと。 

三、 参議院財政金融委員長報告（令和三年三月二六日） 

○佐藤信秋君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、財政金融委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一

部を改正する法律案は、令和三年度から令和七年度までの間の各年度における公債発行

の特例措置を定めようとするものであります。 



 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、菅内閣総理大臣に対する質疑

を行うとともに、格差是正に向け、税の再分配機能を強化する必要性、租税特別措置の

政策効果の検証の在り方、特例公債を発行できる期間を五年間とした理由、財政健全化

目標の達成に向けた道筋等について質疑が行われました。 

 質疑を終了し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して牧山ひろえ理事、

日本共産党を代表して大門実紀史委員より、それぞれ両法律案に反対、日本維新の会を

代表して音喜多駿委員より、所得税法等改正案に賛成、特例公債法改正案に反対する旨

の意見が述べられました。 

 討論を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月二六日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 本法律案の成立により、令和三年度から令和七年度までの間、当該各年度の予算を

もって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債の発行が可能となることに鑑み、将

来世代に負担を先送りする特例公債の発行に当たっては、財政規律の維持に留意し、

野放図な特例公債の発行を厳に慎み、発行額の抑制に努めることにより、子や孫の世

代に対する責任を果たす財政運営を行うこと。また、今般の新型コロナウイルス感染

症への対応に伴う特例公債の発行についても、将来世代に対する責任を十分に踏まえ

ること。また、令和八年度以降は、財政法第四条の原則に基づき、適切な措置を講ず

ること。 

二 日本国憲法で予算の単年度主義を定める意義に鑑み、財政規律の維持、特例公債発

行額の抑制等は、財政民主主義に基づく国会の責務であり、権能であることを踏まえ、

再考の府である参議院として、令和三年度から令和七年度までの特例公債の発行に対

する抑止力を十分に発揮できるよう、政府は、単年度ごとに財政健全化目標の進捗状

況やその目標達成に向けた課題等に関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。 

三 政府は、令和七年度の国及び地方公共団体を合わせたプライマリーバランス黒字化

と、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すとする財政健全化目標の実

現に向けて万全を尽くすため、中長期の財政健全化への道筋について、法制化を含め

検討すること。 

四 新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すための国債発行を踏まえつつ、大量の

国債発行が継続している現状に鑑み、国債価格の長期的な安定化に向けて注視すると

ともに、財政の健全化と投資家の多様化に向けて一層の努力を行うこと。 

五 我が国における人口の減少や少子高齢化の進展を踏まえた経済の活力の向上及び持

続的な発展の実現並びに持続可能な財政構造の確立のため、中長期的な視点に立った



政策を立案することの重要性が増大している現状に鑑み、我が国の経済及び財政等に

関する将来の推計が信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施され、国会が

その推計の結果を活用することで財政等に対する民主的統制の権能が十分に発揮でき

るようにするため、政府は、経済及び財政等に関する将来の推計の信頼性の向上に関

し、必要な検討や協力を行うこと。 

  右決議する。 

 


